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清算・決済規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（転売又は買戻し）

第４条の２ 国債先物等非清算参加者（取引

参加者規程第２４条第２項に規定する国債

先物等非清算参加者をいう。以下同じ。）

は、国債証券先物取引の各限月取引につい

て、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

買建玉（以下「清算取次買建玉」とい

う。）に係る転売又は有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく売建玉（以下「清算取次

売建玉」という。）に係る買戻しが成立し

た場合には、限月取引ごとに転売又は買戻

しの別及び数量を、顧客の委託に基づくも

のと自己の計算によるものとに区分してク

リアリング機構が定める時限までの指定国

債先物等清算参加者（当該国債先物等非清

算参加者が取引参加者規程第２７条第１項

の規定により指定した国債先物等他社清算

参加者（国債先物等清算資格（クリアリン

グ機構の業務方法書に規定する国債先物等

清算資格をいう。）に係る他社清算資格を

有する者をいう。）をいう。以下同じ。）

が定める時限までに当該指定国債先物等清

算参加者に申告するものとする。ただし、

指定国債先物等清算参加者が当該転売若し

くは買戻しの別及び数量を把握している場

合又はクリアリング機構が定めるところに

より国債先物等非清算参加者がクリアリン

グ機構に対して当該申告を行った場合に

は、この限りではない。

（転売又は買戻し）

第４条の２ 国債先物等非清算参加者（取引

参加者規程第２４条第２項に規定する国債

先物等非清算参加者をいう。以下同じ。）

は、国債証券先物取引の各限月取引につい

て、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

買建玉（以下「清算取次買建玉」とい

う。）に係る転売又は有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく売建玉（以下「清算取次

売建玉」という。）に係る買戻しが成立し

た場合には、限月取引ごとに転売又は買戻

しの別及び数量を、顧客の委託に基づくも

のと自己の計算によるものとに区分してク

リアリング機構が定める時限までの指定国

債先物等清算参加者（当該国債先物等非清

算参加者が取引参加者規程第２７条第１項

の規定により指定した国債先物等他社清算

参加者（国債先物等清算資格（クリアリン

グ機構の業務方法書に規定する国債先物等

清算資格をいう。）に係る他社清算資格を

有する者をいう。）をいう。以下同じ。）

が定める時限までに当該指定国債先物等清

算参加者に申告するものとする。ただし、

クリアリング機構が定めるところにより国

債先物等非清算参加者がクリアリング機構

に対して当該申告を行った場合には、この

限りではない。

２ （略） ２ （略）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に関

する特則）

第４条の１２の２ リモート取引参加者は、

顧客（当該リモート取引参加者と同一の企

業集団（法第５条第１項第２号に規定する

企業集団をいう。以下同じ。）に含まれる

者に限る。以下この条から第１４条の２の

４までにおいて同じ。）及び当該リモート

取引参加者の指定清算参加者との間であら

かじめ合意した場合には、当該顧客の委託

に基づく取引に係る第４条の４、第４条の

５及び前条に規定する金銭の授受及び金銭

の交付（以下この条及び第４条の１２の４

において「金銭の授受等」という。）を当

（新設）
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該顧客と指定清算参加者との間で行わせる

ことができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で金銭の授受等を行った場合は、

当該金銭の授受等を第４条の４、第４条の

５及び前条の規定に基づく金銭の授受等と

みなす。

（リモート取引参加者に係る受渡決済に関す

る特則）

第４条の１２の３ リモート取引参加者は、

顧客及び当該リモート取引参加者の指定清

算参加者との間であらかじめ合意した場合

には、当該顧客の委託に基づくＬａｒｇｅ

取引における受渡決済を、第４条の７から

第４条の１１までの規定に準じて、当該顧

客と指定清算参加者との間で行わせること

ができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で受渡決済を行った場合は、リモ

ート取引参加者と指定清算参加者との間で

受渡決済が行われたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授

受等の状況の把握）

第４条の１２の４ 第４条の１２の２第１項

又は前条第１項に規定する合意をしたリモ

ート取引参加者は、当該合意に係る顧客と

指定清算参加者との間の金銭の授受等又は

受渡決済の状況を把握することができる態

勢を整備しなければならない。

（新設）

第１節の２ クロスマージン制度 第１節の２ クロスマージン制度

（転売又は買戻し）

第５条 指数先物等非清算参加者（取引参加

者規程第２４条第３項に規定する指数先物

等非清算参加者をいう。以下同じ。）は、

指数先物取引の各限月取引について、清算

取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉

に係る買戻しが成立した場合には、各限月

取引ごとに転売又は買戻しの別及び数量

を、顧客の委託に基づくものと自己の計算

によるものとに区分してクリアリング機構

が定める時限までの指定指数先物等清算参

加者（当該指数先物等非清算参加者が取引

参加者規程第２７条第１項の規定により指

定した指数先物等他社清算参加者（指数先

（転売又は買戻し）

第５条 指数先物等非清算参加者（取引参加

者規程第２４条第３項に規定する指数先物

等非清算参加者をいう。以下同じ。）は、

指数先物取引の各限月取引について、清算

取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉

に係る買戻しが成立した場合には、各限月

取引ごとに転売又は買戻しの別及び数量

を、顧客の委託に基づくものと自己の計算

によるものとに区分してクリアリング機構

が定める時限までの指定指数先物等清算参

加者（当該指数先物等非清算参加者が取引

参加者規程第２７条第１項の規定により指

定した指数先物等他社清算参加者（指数先
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物等清算資格（クリアリング機構の業務方

法書に規定する指数先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格を有する者をい

う。）をいう。以下同じ。）が定める時限

までに指定指数先物等清算参加者に申告す

るものとする。ただし、指定指数先物等清

算参加者が当該転売若しくは買戻しの別及

び数量を把握している場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより指数先物取引

等非清算参加者がクリアリング機構に対し

て当該申告を行った場合には、この限りで

はない。

物等清算資格（クリアリング機構の業務方

法書に規定する指数先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格を有する者をい

う。）をいう。以下同じ。）が定める時限

までに指定指数先物等清算参加者に申告す

るものとする。ただし、クリアリング機構

が定めるところにより指数先物取引等非清

算参加者がクリアリング機構に対して当該

申告を行った場合には、この限りではな

い。

２ （略） ２ （略）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に関

する特則）

第９条の２ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条及び次

条において同じ。）及び当該リモート取引

参加者の指定清算参加者との間であらかじ

め合意した場合には、当該顧客の委託に基

づく取引に係る第７条から第９条までに規

定する金銭の授受及び金銭の交付（以下こ

の条及び次条において「金銭の授受等」と

いう。）を当該顧客と指定清算参加者との

間で行わせることができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で金銭の授受等を行った場合は、

当該金銭の授受等を第７条から第９条まで

の規定に基づく金銭の授受等とみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授

受等の状況の把握）

第９条の３ 前条第１項に規定する合意をし

たリモート取引参加者は、当該合意に係る

顧客と指定清算参加者との間の金銭の授受

等の状況を把握することができる態勢を整

備しなければならない。

（新設）

（転売又は買戻し）

第１０条 指数先物等非清算参加者は、有価

証券オプション取引の各銘柄について、清

算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建

玉に係る買戻しが成立した場合には、銘柄

ごとに転売又は買戻しの別及び数量を、顧

客の委託に基づくものと自己の計算による

ものとに区分してクリアリング機構が定め

（転売又は買戻し）

第１０条 指数先物等非清算参加者は、有価

証券オプション取引の各銘柄について、清

算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建

玉に係る買戻しが成立した場合には、銘柄

ごとに転売又は買戻しの別及び数量を、顧

客の委託に基づくものと自己の計算による

ものとに区分してクリアリング機構が定め



4

る時限までの指定指数先物等清算参加者の

指定する時限までに当該指定指数先物等清

算参加者に申告するものとする。ただし、

指定指数先物等清算参加者が当該転売若し

くは買戻しの別及び数量を把握している場

合又はクリアリング機構が定めるところに

より指数先物等非清算参加者がクリアリン

グ機構に対して当該申告を行った場合に

は、この限りではない。

る時限までの指定指数先物等清算参加者の

指定する時限までに当該指定指数先物等清

算参加者に申告するものとする。ただし、

クリアリング機構が定めるところにより指

数先物等非清算参加者がクリアリング機構

に対して当該申告を行った場合には、この

限りではない。

２ （略） ２ （略）

（権利行使の申告）

第１２条 有価証券オプション取引の清算取

次買建玉についての権利行使は、指数先物

等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に

係る数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリ

ング機構が定める時限までの指定指数先物

等清算参加者が指定する時限までに指定指

数先物等清算参加者に申告することにより

行うものとする。ただし、受託契約準則第

１４条の２第１項の規定に基づき顧客が指

定指数先物等清算参加者に対して当該申告

を行った場合又はクリアリング機構が定め

るところにより指数先物等非清算参加者が

クリアリング機構に対して当該申告を行っ

た場合には、この限りではない。

（権利行使の申告）

第１２条 有価証券オプション取引の清算取

次買建玉についての権利行使は、指数先物

等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に

係る数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリ

ング機構が定める時限までの指定指数先物

等清算参加者が指定する時限までに指定指

数先物等清算参加者に申告することにより

行うものとする。ただし、クリアリング機

構が定めるところにより指数先物等非清算

参加者がクリアリング機構に対して当該申

告を行った場合には、この限りではない。

２ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の前

項に規定する時限までに同項の権利行使の

申告が行われないときであっても、当該権

利行使の申告が行われたものとみなす。た

だし、当該銘柄について、顧客又は指数先

物等清算参加者が当該時限までに権利行使

を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

２ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の前

項に規定する時限までに同項の権利行使の

申告が行われないときであっても、当該権

利行使の申告が行われたものとみなす。た

だし、当該銘柄について、指数先物等清算

参加者が当該時限までに権利行使を行わな

い旨の申告を行った場合には、この限りで

ない。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

３～５ （略） ３～５ （略）

６ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第２項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

（新設）
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（リモート取引参加者に係る取引代金の授受

に関する特則）

第１８条の２ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条から第

１８条の２の３までにおいて同じ。）及び

当該リモート取引参加者の指定指数先物等

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、当該顧客の委託に基づく取引に係

る第１１条に規定する取引代金の授受及び

金銭の交付（以下この条及び第１８条の２

の３において「取引代金の授受等」とい

う。）を当該顧客と指定指数先物等清算参

加者との間で行わせることができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定指数先物

等清算参加者との間で取引代金の授受等を

行った場合は、当該取引代金の授受等を第

１１条の規定に基づく取引代金の授受等と

みなす。

（リモート取引参加者に係る権利行使により

成立するオプション対象証券の売買の決済

に関する特則）

第１８条の２の２ リモート取引参加者は、

顧客及び当該リモート取引参加者の指定現

物清算参加者との間であらかじめ合意した

場合には、当該顧客の委託に基づく取引に

係る権利行使により成立するオプション対

象証券の売買の決済を、第１５条、第１７

条及び第１８条の規定に準じて、当該顧客

と指定現物清算参加者との間で行わせるこ

とができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定現物清算

参加者との間で権利行使により成立するオ

プション対象証券の売買の決済を行った場

合は、リモート取引参加者と指定現物清算

参加者との間で権利行使により成立するオ

プション対象証券の売買の決済が行われた

ものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引代金

の授受等の状況の把握）

第１８条の２の３ 第１８条の２第１項又は

前条第１項に規定する合意をしたリモート

取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定

指数先物等清算参加者との間の取引代金の

授受等又は顧客と指定現物清算参加者との

間の権利行使により成立するオプション対

（新設）
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象証券の売買の決済の状況を把握すること

ができる態勢を整備しなければならない。

第２節の２ 国債証券先物オプション取引に

係る決済

第２節の２ 国債証券先物オプション取引に

係る決済

（転売又は買戻し）

第１８条の２の４ 国債先物等非清算参加者

は、国債証券先物オプション取引の各銘柄

について、清算取次買建玉に係る転売又は

清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場

合には、銘柄ごとに転売又は買戻しの別及

び数量を、顧客の委託に基づくものと自己

の計算によるものとに区分してクリアリン

グ機構が定める時限までの指定国債先物等

清算参加者が定める時限までに指定国債先

物等清算参加者に申告するものとする。た

だし、指定国債先物等清算参加者が当該転

売若しくは買戻しの別及び数量を把握して

いる場合又はクリアリング機構が定めると

ころにより国債先物非清算参加者がクリア

リング機構に対して当該申告を行った場合

には、この限りではない。

（転売又は買戻し）

第１８条の２ 国債先物等非清算参加者は、

国債証券先物オプション取引の各銘柄につ

いて、清算取次買建玉に係る転売又は清算

取次売建玉に係る買戻しが成立した場合に

は、銘柄ごとに転売又は買戻しの別及び数

量を、顧客の委託に基づくものと自己の計

算によるものとに区分してクリアリング機

構が定める時限までの指定国債先物等清算

参加者が定める時限までに指定国債先物等

清算参加者に申告するものとする。ただ

し、クリアリング機構が定めるところによ

り国債先物非清算参加者がクリアリング機

構に対して当該申告を行った場合には、こ

の限りではない。

２ （略） ２ （略）

（権利行使の申告）

第１８条の３ 国債証券先物オプション取引

（過誤訂正等のための取引を含む。以下同

じ。）の清算取次買建玉についての権利行

使は、国債先物等非清算参加者が、銘柄ご

とに権利行使に係る数量を、顧客の委託に

基づくものと自己の計算によるものとに区

分してクリアリング機構が定める時限まで

の指定国債先物等清算参加者が定める時限

までに指定国債先物等清算参加者に申告す

ることにより行うものとする。ただし、受

託契約準則第１４条の２第１項の規定に基

づき顧客が指定国債先物等清算参加者に対

して当該申告を行った場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより国債先物等非

清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではな

い。

（権利行使の申告）

第１８条の３ 国債証券先物オプション取引

（過誤訂正等のための取引を含む。以下同

じ。）の清算取次買建玉についての権利行

使は、国債先物等非清算参加者が、銘柄ご

とに権利行使に係る数量を、顧客の委託に

基づくものと自己の計算によるものとに区

分してクリアリング機構が定める時限まで

の指定国債先物等清算参加者が定める時限

までに指定国債先物等清算参加者に申告す

ることにより行うものとする。ただし、ク

リアリング機構が定めるところにより国債

先物等非清算参加者がクリアリング機構に

対して当該申告を行った場合には、この限

りではない。

２ 権利行使期間満了の日において次の各号

に定める場合に該当する銘柄については、

当該日の前項の時限までに権利行使の申告

が行われないときであっても、当該権利行

使の申告が行われたものとみなす。ただ

２ 権利行使期間満了の日において次の各号

に定める場合に該当する銘柄については、

当該日の前項の時限までに権利行使の申告

が行われないときであっても、当該権利行

使の申告が行われたものとみなす。ただ
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し、当該銘柄について、顧客又は国債先物

等非清算参加者が当該時限までに権利行使

を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１）・（２） （略）

し、当該銘柄について、国債先物等非清算

参加者が当該時限までに権利行使を行わな

い旨の申告を行った場合には、この限りで

ない。

（１）・（２） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定国債先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第２項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

（新設）

（リモート取引参加者に係る取引代金の授受

に関する特則）

第１８条の７ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条及び次

条において同じ。）及び当該リモート取引

参加者の指定清算参加者との間であらかじ

め合意した場合には、当該顧客の委託に基

づく取引に係る前条に規定する取引代金の

授受及び金銭の交付（以下この条及び次条

において「取引代金の授受等」という。）

を当該顧客と指定清算参加者との間で行わ

せることができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で取引代金の授受等を行った場合

は、当該取引代金の授受等を前条の規定に

基づく取引代金の授受等とみなす。

（新設）

（リモート取引参加者の顧客に係る取引代金

の授受等の状況の把握）

第１８条の８ 前条第１項に規定する合意を

したリモート取引参加者は、当該合意に係

る顧客と指定清算参加者との間の取引代金

の授受等の状況を把握することができる態

勢を整備しなければならない。

（新設）

第３節 指数オプション取引に係る決済 第３節 指数オプション取引に係る決済

（転売又は買戻し）

第１９条 指数先物等非清算参加者は、指数

オプション取引の各銘柄について、清算取

（転売又は買戻し）

第１９条 指数先物等非清算参加者は、指数

オプション取引の各銘柄について、清算取
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次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に

係る買戻しが成立した場合には、銘柄ごと

に転売又は買戻しの別及び数量を、顧客の

委託に基づくものと自己の計算によるもの

とに区分してクリアリング機構が定める時

限までの指定指数先物等清算参加者が定め

る時限までに指定指数先物等清算参加者に

申告するものとする。ただし、指定指数先

物等清算参加者が当該転売若しくは買戻し

の別及び数量を把握している場合又はクリ

アリング機構が定めるところにより指数先

物等非清算参加者がクリアリング機構に対

して当該申告を行った場合には、この限り

ではない。

次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に

係る買戻しが成立した場合には、銘柄ごと

に転売又は買戻しの別及び数量を、顧客の

委託に基づくものと自己の計算によるもの

とに区分してクリアリング機構が定める時

限までの指定指数先物等清算参加者が定め

る時限までに指定指数先物等清算参加者に

申告するものとする。ただし、クリアリン

グ機構が定めるところにより指数先物等非

清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではな

い。

２ （略） ２ （略）

（権利行使の申告）

第２１条 指数オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非

清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る

数量を、顧客の委託に基づくものと自己の

計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清

算参加者が定める時限までに指定指数先物

等清算参加者に申告することにより行うも

のとする。ただし、受託契約準則第１４条

の２第１項の規定に基づき顧客が指定指数

先物等清算参加者に対して当該申告を行っ

た場合又はクリアリング機構が定めるとこ

ろにより指数先物等非清算参加者がクリア

リング機構に対して当該申告を行った場合

には、この限りではない。

（権利行使の申告）

第２１条 指数オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非

清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る

数量を、顧客の委託に基づくものと自己の

計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清

算参加者が定める時限までに指定指数先物

等清算参加者に申告することにより行うも

のとする。ただし、クリアリング機構が定

めるところにより指数先物等非清算参加者

がクリアリング機構に対して当該申告を行

った場合には、この限りではない。

２ （略） ２ （略）

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の第

１項に規定する時限までに権利行使の申告

が行われないときであっても、当該権利行

使の申告が行われたものとみなす。ただ

し、当該銘柄について、顧客又は指数先物

等非清算参加者が当該時限までに権利行使

を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１）・（２） （略）

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の第

１項に規定する時限までに権利行使の申告

が行われないときであっても、当該権利行

使の申告が行われたものとみなす。ただ

し、当該銘柄について、指数先物等非清算

参加者が当該時限までに権利行使を行わな

い旨の申告を行った場合には、この限りで

ない。

（１）・（２） （略）

４ （略） ４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第３項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

（新設）
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使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に関

する特則）

第２４条の２ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条及び次

条において同じ。）及び当該リモート取引

参加者の指定清算参加者との間であらかじ

め合意した場合には、当該顧客の委託に基

づく取引に係る第２０条に規定する取引代

金の授受及び金銭の交付並びに前条に規定

する金銭の授受及び交付（以下この条及び

次条において「金銭の授受等」という。）

を当該顧客と指定清算参加者との間で行わ

せることができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で金銭の授受等を行った場合は、

当該金銭の授受等を第２０条又は前条の規

定に基づく金銭の授受等とみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る金銭の授

受等の状況の把握）

第２４条の３ 前条第１項に規定する合意を

したリモート取引参加者は、当該合意に係

る顧客と指定清算参加者との間の金銭の授

受等の状況を把握することができる態勢を

整備しなければならない。

（新設）

第４節 取引所ＦＸ取引に係る決済 第４節 取引所ＦＸ取引に係る決済

付  則

この改正規定は、平成２９年４月２０日から

施行する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（権利行使の指示に関する特則）

第１４条の２ 顧客（リモート取引参加者

（取引参加者規程第３条第３項に規定する

リモート取引参加者をいう。以下同じ。）

の顧客であって、当該リモート取引参加者

と同一の企業集団（法第５条第１項第２号

に規定する企業集団をいう。以下同じ。）

に含まれる者に限る。以下この条において

同じ。）は、非清算参加者である取引参加

者とその指定清算参加者との間であらかじ

め合意した場合には、前３条に規定する権

利行使の指示又は権利行使を行わない旨の

指示（以下この条において「権利行使等の

指示」という。）を、取引参加者に代えて

指定清算参加者に行うことができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者に権利行使等の指示を行った場合は、当

該権利行使等の指示を前３条に規定する権

利行使等の指示とみなす。

３ 第１項の規定により権利行使等の指示を

指定清算参加者に行う顧客は、リモート取

引参加者の指示に従って当該リモート取引

参加者に権利行使等の指示の状況を報告し

なければならない。

第５章 顧客の決済等

第１節 国債証券先物取引に係る顧客の決済

  等

第５章 顧客の決済等

第１節 国債証券先物取引に係る顧客の決済

  等

（決済のために授受する金銭）

第１４条の２の２ （略）

（決済のために授受する金銭）

第１４条の２ （略）

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に関

する特則）

第１４条の１２の２ 顧客（リモート取引参

加者の顧客であって、当該リモート取引参

加者と同一の企業集団に含まれる者に限

る。以下この条及び次条において同じ。）

は、当該リモート取引参加者及びその指定

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、リモート取引参加者に代えて指定

清算参加者との間で、第１４条の２の２か

ら前条までの規定に準じて、国債証券先物

（新設）
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取引の決済を行うことができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の状

況に関する報告義務）

第１４条の１２の３ 前条第１項の規定によ

り指定清算参加者との間で国債証券先物取

引の決済を行う顧客は、リモート取引参加

者の指示に従って当該リモート取引参加者

に国債証券先物取引に係る決済の状況を報

告しなければならない。

（新設）

第１節の２ 顧客のクロスマージン制度の利

用

第１節の２ 顧客のクロスマージン制度の利

用

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に関

する特則）

第１６条の２ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者との間であらかじめ合意した場合には、

取引参加者に代えて指定清算参加者との間

で、前２条の規定に準じて、指数先物取引

の決済を行うことができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の状

況に関する報告義務）

第１６条の３ 前条第１項の規定により指定

清算参加者との間で指数先物取引の決済を

行う顧客は、リモート取引参加者の指示に

従って当該リモート取引参加者に指数先物

取引に係る決済の状況を報告しなければな

らない。

（新設）

第２節 有価証券オプション取引に係る顧客

の決済等

第２節 有価証券オプション取引に係る顧客

の決済等

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に関
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する特則）

第２６条の２ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者（取引代金の授受にあっては、指定指数

先物等清算参加者をいい、権利行使により

成立するオプション対象証券の売買の決済

にあっては、指定現物清算参加者をいう。

以下この条において同じ。）との間であら

かじめ合意した場合には、リモート取引参

加者に代えて指定清算参加者との間で、第

１７条から第１９条まで及び第２１条から

第２５条までの規定に準じて、有価証券オ

プション取引の決済を行うことができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の状

況に関する報告義務）

第２６条の２の２ 前条第１項の規定により

指定清算参加者との間で有価証券オプショ

ン取引の決済を行う顧客は、リモート取引

参加者の指示に従って当該リモート取引参

加者に有価証券オプション取引に係る決済

の状況を報告しなければならない。

（新設）

第２節の２ 国債証券先物オプション取引に

係る顧客の決済等

第２節の２ 国債証券先物オプション取引に

係る顧客の決済等

（顧客の決済時限）

第２６条の２の３ （略）

（顧客の決済時限）

第２６条の２ （略）

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に関

する特則）

第２６条の４ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者との間であらかじめ合意した場合には、

リモート取引参加者に代えて指定清算参加

者との間で、前２条の規定に準じて、国債

証券先物オプション取引の決済を行うこと

ができる。

（新設）
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２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の状

況に関する報告義務）

第２６条の５ 前条第１項の規定により指定

清算参加者との間で国債証券先物オプショ

ン取引の決済を行う顧客は、リモート取引

参加者の指示に従って当該リモート取引参

加者に国債証券先物オプション取引に係る

決済の状況を報告しなければならない。

（新設）

第３節 指数オプション取引に係る顧客の決

済等

第３節 指数オプション取引に係る顧客の決

済等

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に関

する特則）

第２９条の２ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者との間であらかじめ合意した場合には、

リモート取引参加者に代えて指定清算参加

者との間で、前３条の規定に準じて、指数

オプション取引の決済を行うことができ

る。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の状

況に関する報告義務）

第２９条の３ 前条第１項の規定により指定

清算参加者との間で指数オプション取引の

決済を行う顧客は、リモート取引参加者の

指示に従って当該リモート取引参加者に指

数オプション取引に係る決済の状況を報告

しなければならない。

（新設）

第６章 未決済約定の引継ぎ等 第６章 未決済約定の引継ぎ等

付  則
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この改正規定は、平成２９年４月２０日から

施行する。
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義）

第２条 （略）

（定義）

第２条 （略）

２～１９ （略） ２～１９ （略）

２０ この規則において「企業集団」とは、

金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号｡

以下｢法｣という｡）第５条第１項第２号に規

定する企業集団をいう。

（新設）

２１ この規則において「リモート取引参加

者」とは、取引参加者規程第３条第３項に

規定するリモート取引参加者をいう。

（新設）

（リモート取引参加者に係る取引証拠金の差

入れに関する特則）

第９条の２ リモート取引参加者の顧客（当

該リモート取引参加者と同一の企業集団に

含まれる者に限る。第１３条の２、第３１

条の２及び第３１条の３において同じ。）

が、第３１条の２第１項の規定に基づき指

定清算参加者に取引証拠金を差し入れた場

合は、当該差入れを第６条第１項及び第３

項並びに前条第２項の規定に基づく取引証

拠金の差入れ又は追加差入れとみなす。

（新設）

（取引証拠金所要額の申告）

第１２条 非清算参加者は、取引日ごとに

（有価証券オプション取引にあっては、毎

日。以下この条において同じ。）、その指

定清算参加者に対し、非清算参加者自己分

の取引証拠金所要額及び非清算参加者委託

分の取引証拠金所要額の合計額を、当該指

定清算参加者が指定する時限までに当該指

定清算参加者に申告するものとする。ただ

し、指定清算参加者が取引日ごとに当該取

引証拠金所要額の合計額を把握できる場合

は、この限りでない。

（取引証拠金所要額の申告）

第１２条 非清算参加者は、取引日ごとに

（有価証券オプション取引にあっては、毎

日）、その指定清算参加者に対し、非清算

参加者自己分の取引証拠金所要額及び非清

算参加者委託分の取引証拠金所要額の合計

額を、当該指定清算参加者が指定する時限

までに当該指定清算参加者に申告するもの

とする。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠

金の差入状況の把握）

第１３条の２ 第３１の２第１項に規定する

合意をしたリモート取引参加者は、当該合

意に係る顧客の取引証拠金の指定清算参加

者への差入状況を把握することができる態

勢を整備しなければならない。

（新設）
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第２節 建玉の移管 第２節 建玉の移管

（リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠

金の差入れに関する特則）

第３１条の２ リモート取引参加者の顧客

は、当該リモート取引参加者及びその指定

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、第３０条第１項及び前条に規定す

る取引証拠金の差入れ又は追加差入れを、

当該リモート取引参加者に代えて当該指定

清算参加者に行うことができる。

（新設）

２ 前項の規定に基づき顧客が取引証拠金を

差し入れた場合は、当該差入れを第３０条

第１項及び前条の規定に基づく取引証拠金

の差入れ又は追加差入れとみなす。

３ 第３０条第４項から第６項までの規定

は、第１項の合意に基づき顧客が指定清算

参加者に代用有価証券の差入れ又は追加差

入れを行う場合について準用する。この場

合において、「取引参加者」とあるのは、

「リモート取引参加者の指定清算参加者」

と読み替えるものとする。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引証拠

金の差入状況に関する報告義務）

第３１条の３ 前条第１項の規定により取引

証拠金の差入れ又は追加差入れを指定清算

参加者に行う顧客は、リモート取引参加者

の指示に従って、当該リモート取引参加者

に取引証拠金の指定清算参加者への差入状

況を報告しなければならない。

（新設）

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

２ 顧客の現金授受予定額は、一の日におけ

る次項に規定する計算上の損益額に、顧客

の委託に基づく先物取引の決済損益額（国

債証券先物取引については、受託契約準則

第１４条の２第１項又は第２項に規定する

国債証券先物取引の決済のために授受する

金銭の額をいうものとする。）のうち当該

顧客との間で授受を終了していないもの及

びオプション取引の取引代金（指数オプシ

ョン取引については、受託契約準則第２７

条に規定する決済のために授受する金銭の

額をいうものとする。）のうち当該顧客と

の間で授受を終了していないものの合計額

を加減した額から当該顧客の負担すべき額

２ 顧客の現金授受予定額は、一の日におけ

る次項に規定する計算上の損益額に、顧客

の委託に基づく先物取引の決済損益額（国

債証券先物取引については、受託契約準則

第１４条の２第１項又は第２項に規定する

国債証券先物取引の決済のために授受する

金銭の額をいうものとする。）のうち当該

顧客との間で授受を終了していないもの及

びオプション取引の取引代金（指数オプシ

ョン取引については、受託契約準則第２７

条に規定する決済のために授受する金銭の

額をいうものとする。）のうち当該顧客と

の間で授受を終了していないものの合計額

を加減した額から当該顧客の負担すべき額
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で取引参加者が必要と認める額を減じて得

た額に相当する金銭の額とする。この場合

における取引代金は､法第４５条の規定によ

り顧客に契約締結時交付書面の交付を要し

ない場合又は金融商品取引業等に関する内

閣府令（平成１９年内閣府令第５２号）第

１０８条第７項の規定により取引残高報告

書に同一日における同一銘柄の取引の単価

の平均額（以下｢平均単価｣という｡）を記載

することができる場合には､本所が定めると

ころにより､平均単価に基づき算出すること

ができる｡

で取引参加者が必要と認める額を減じて得

た額に相当する金銭の額とする。この場合

における取引代金は､金融商品取引法（昭和

２３年法律第２５号｡以下｢法｣という｡）第

４５条の規定により顧客に契約締結時交付

書面の交付を要しない場合又は金融商品取

引業等に関する内閣府令（平成１９年内閣

府令第５２号）第１０８条第７項の規定に

より取引残高報告書に同一日における同一

銘柄の取引の単価の平均額（以下｢平均単

価｣という｡）を記載することができる場合

には､本所が定めるところにより､平均単価

に基づき算出することができる｡

３ （略） ３ （略）

付  則

この改正規定は、平成２９年４月２０日から

施行する。


